
健康づくりプランあしや（第４次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）取組評価シート

■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

9.1% 8.9% 7.6% 減少 A
0.7% 0.4% 0.6% 減少 B2

96.6% 97.5% 97.4% 100% B2

1.7% 0.8% 1.4% 0% B2

2.1% 2.3% 2.5% 0% C
39.4% 37.1% 37.9% 40％以上 B2
93.0% 95.7％ 98.6% 100% B2

96.2% 96.0% 95.1% 100% B2

資料１

Ⅰ親と子
の健康づ
くりの推
進

（１）切れ目ない妊産
婦・乳幼児への保健対
策

・ 妊娠期から子育て期にわたる切
れ目ない相談支援体制を整備しま
す。
・ 妊婦・妊婦歯科・産後の健康診
査の受診勧奨と普及啓発を行いま
す。
・ 妊娠・出産・育児に関する情報
提供の充実と健康教育を行いま
す。
・ 母子保健・子育て支援サービス
の充実と利用しやすい体制を整備
します。
・ 妊娠期からの児童虐待防止対策
に取り組みます。
・ 乳幼児健康診査後等のフォロー
アップ体制の充実を図ります。
・ 乳幼児健康診査の未受診者につ
いて積極的な受診勧奨と状況把握
に努めます。
・ 感染症の予防及び事故防止のた

【図書館】
4か月児健康診査時に、図書館職員
やこども司書による絵本の読み聞
かせや絵本の配布等を実施。ま
た、年に1回絵本の読み聞かせ等に
関係する機関でブックスタート事
業連絡会を開催。

毎月１〜2回、４カ月児健診時に、
親子１組に対して図書館司書がマ
ンツーマンで絵本の読み聞かせを
実施。（令和６年度実績：全17
回、計260組）
プレゼント絵本を図書館職員が渡
し、読み聞かせへの誘導により、
立ち寄る親子が増加。
令和７年３月５日にブックスター
ト事業連絡会を実施。

総括（総括結果、課題、今後の方向性） （Action）

母子保健計画 Ⅰ計画

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

①全出生数中の低出生体重児の割合
(%)

②妊娠11週以下での妊娠届出者(%)

③妊娠中の喫煙率(%)

うち極低出生体重（1,500g未
満）

低出生体重児（2,500g未満）

④妊娠中の飲酒率(%)

⑤妊婦歯科健康診査の受診率(%)

⑥乳幼児健診の受診率(%)

⑦４か月児健康診査までの育児状況
把握率(%)

【障がい福祉課】
・療育相談を年15回（相談件数
41件）実施し、すくすく学級卒級
児童を対象に継続相談を行った。

・障がい児機能訓練事業を実施し
た。
身体機能訓練（理学療法）：利用
者21人（実施回数345回）

・関係機関と連携し、対象児の現
状及び保護者ニーズの把握に努
め、適切な支援につなげることが
できた。

・機能訓練の実施や指導助言等に
より、障がいのある児童の個々の
状況に応じた日常生活の自立をは

・機能訓練は利用希望者の増加や希
望時間枠の偏り等により、申請して
から利用までに半年以上の待機期間
が発生している。児童にとって適切
な時期に機能訓練を受けられるよ
う、近隣で実施している医療機関等
の情報提供も併せて行っているが、
市の機能訓練のみ待機を希望する場

健診の最後に行っているため、保護
者の方のご都合で健診受診者全員に
は行えていない。
上記に対しては、必ず全員に積極的
にお声かけを行い、絵本の読み聞か
せを聞いていただく機会を設けるよ
うに努める。

推進分野（1）切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
少子化・核家族化・共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化から、孤立感や育児不安感が高い保護者が増えており、産後ケア事業等の子育て支援サービスの利用につながった。妊娠期から個別に
アプローチすることで、リスクのある家庭を早期に発見し、妊娠期から母子保健と児童福祉が一体となり切れ目のない支援を行った。今後も地域で保護者が安心して育児をすることができるよう、母
子保健と児童福祉の一体的な支援の強化や関係機関との連携により、孤立予防・虐待防止に努めていく。
推進分野（2）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策
こども家庭・保健センターでは、心理相談件数の増加など一定の成果を上げたが、臨床心理士と相談希望者の日程調整の困難さや、関係機関との連携における課題があり、相談体制の充実と組織的対
応の強化が必要となっている。教育委員会では、カウンセリングセンターを中心とした相談体制の充実や、いじめの未然防止、健康的な生活習慣をつけるための教育の推進等にも努めている。今後
は、相談機関のさらなる充実、教育委員会・学校・福祉機関等の連携を強化し組織的な支援体制の確立を進めていく。
推進分野（3）こどもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
孤立からくる育児不安の軽減や、地域でつながる機会を活かしていくために、つどいのひろばやファミリーサポートセンターなど地域での子育て支援を展開し、一定の成果を上げている。一方で、少
子化等による参加者の減少や、地域ごとの供給バランスの差などが課題となっている。また育児支援だけでなく、こどもの居場所支援としても令和7年度よりこども家庭・保健センター内のスタディ
ルーム等の日曜日の開館や、まんがステーションの新規開設等により利用するこどもが増えているが、駅から距離がある等、立地的な課題もあることから、更なる地域での活動への参加支援に繋げて
いく必要がある。

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

95.0% 95.4% 95.6％ 100% B2

95.4% 97.1% 92.1％ 100% B2
95.9% 96.6% 92.2％ 100% B2

92.8% 94.1% 93.3％ 100% B2
92.2% 91.2% 93.1％ 100% B2

94.2% 92.9% 92.9％ 100% B2
89.4% 89.8% 93.8％ 100% B2

麻しん風しん（１期） 88.1% 94.9% 82.2% 100% B2

麻しん風しん（２期） 86.6% 92.3% 80.7% 100% B2

めの取組を推進します。
・ 育児不安を解消するための健康
相談・保健指導等の充実を図りま
す。
・ 小児救急医療の充実に努めま
す。

【ほいく課】
芦屋市保育所等医療的ケア児教
育・保育支援事業
・医療的ケア児に関する研修会

芦屋市インクルーシブ教育・保育
事業
・支援者会年間５回開催
・支援者会の結果を受けて検討委
員会５回
・検討委員会において医療的ケア
の実施について検討
・研修会 ３回
・実践報告会及び研修会 １回

・医療的ケアとはというところか
ら、喀痰吸引など具体的な内容も
あり対象児理解につながった。

・支援者会参加児童 １０２名
・検討委員会にて加配配置決定
    加配配置児童 ８２名
・医療的ケアを受ける児童 １名

・公立、私立 ３園所で公開保育
後、講師の講話を聞き個別的配慮
の必要な児童の支援方法を学ん
だ。
・各園所の１年間の取り組みを発
表。支援の方法を共有し個別的配
慮を必要とするこどもの理解を深
めた。

⑧３歳児健康診査の結果、むし歯の
ない幼児の割合(%)

３歳児

１歳６か月児

３歳児

１歳６か月児

３歳児

１歳６か月児

⑨かかりつけの小児科を持つ親の割
合(%)

⑩休日・夜間の小児救急医療機関を
知っている人の割合(%)

⑪事故対策を行っている家庭の割合
(%)

⑫定期予防接種の実施率(%)

者21人（実施回数345回）
療育訓練（作業療法）：利用者49
人（実施回数621回）
療育訓練（言語療法）：利用者26
人（実施回数281回）
水浴訓練：利用者39人（実施回数
475回）

・療育支援相談を年15回(相談件数
210件)実施し、各担当機関が関
わっている児童について情報を共
有し、医師等の専門職の助言を得
ながら、必要な支援について検討
を行った。また、学校教育との情
報の連携強化に努めた。

状況に応じた日常生活の自立をは
かることができた。

市の機能訓練のみ待機を希望する場
合は、適切な時期に機能訓練を受け
られないケースがある。

【こども政策課】
・子育てに関する記事を他部署か
ら募集し、未就学児対象のイベン
ト情報や講座、説明会等の開催情
報を子育てアプリで随時配信を行
い、子育て家庭に有意義な情報の
提供に努めた。
・早期療育訓練事業「すくすく学
級」に17名入級し、児童発達支援
を行った。

・子育てアプリR6投稿件数
（お知らせ77件、イベント2,704
件）
・すくすく学級における親子通園
療育を通じて、発達に応じた育ち
と今後の家庭での支援に繋げた。

【こども家庭保健センター(こども

・子育てアプリの周知を図り、子育
てに関する情報を積極的に発信して
いく必要がある。
・すくすく学級における親子通園療
育に効果はあが、入級希望者が減少
している。

・医療的ケア実施内容のニーズの広
がりとそれに対する受け入れ体制の
整備。

・支援者会への申請児童の増加よ
り、必要な加配保育士（保育教諭）
の確保が困難 B

B

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

・妊娠届提出者数：514人
・８か月面談実施率：87.3％
・プレおや教室参加者数（延べ）
沐浴クラス：136人、66組
出産準備クラス：83人、53組
マタニティフェア：23人
・産後ケア利用者数（延べ）
宿泊型：100人
通所型：233人
訪問型：52人
・新生児聴覚検査検査費用助成申
請者数：2名
・育児支援家庭訪問事業利用者数
24件 175回
・未熟児養育医療給付事業 17人
・不育症治療支援事業 4名
・不妊治療ペア検査助成事業 29
件
・低所得の妊婦に対する初回産科
受診料支援 １人

・妊娠８か月面談について、９割弱
の妊婦に対し、面談をすることがで
きており、つながらなかった妊婦に
対しては手紙を送付して、全員にア
プローチはできているが、リスクが
上がり、フォローが必要になった際
のフォロー体制が不明確のため、
フォロー体制の構築が必要。
・プレおや教室も一定数参加してい
るが引き続き周知が必要。また、今
年度開催したマタニティフェアにつ
いては、参加者の満足度は高いもの
の、参加人数が少ないため、内容や
開催方法を検討しつつ、周知に努め
る必要がある。
・産後ケアについては、種別・対象
月齢・利用可能施設を拡大したが、
施設については利用可能施設数が依
然として少ないため、今後も増やし
ていく必要がある。
・育児支援家庭訪問事業について
は、出産前後で利用を希望される方
が増加した。引き続き妊娠届出時や
８か月面談時等での周知が必要であ
る。
・妊娠を希望している方に対する経
済的支援については、不妊治療ペア
検査の実施に対しての申請が多く、
今後の少子化対策につながるよう、
今後も継続していく。

家庭係)】
・妊娠届提出時は専門職が全員面
談を行い、健診等の受診勧奨や産
後ケア事業、育児支援家庭訪問事
業等の情報提供を実施。また、切
れ目ない相談支援体制の一環とし
て、妊娠８か月の妊婦全員に対し
て電話での相談を実施、乳幼児全
戸訪問に繋げている。その中で、
不安が高い方や特定妊婦等につい
ては、地区担当保健師が定期的に
フォローをしている。
・妊娠・出産の情報提供として、
プレおや教室（沐浴クラス：年６
回、出産準備クラス：年３回）を
実施している。令和６年度より、
プレおや教室の拡大版として、マ
タニティフェアを実施した。
・妊娠を希望している方に対する
経済的負担の軽減として、不妊治
療ペア検査助成事業と低所得の妊
婦に対する初回産科受診料支援を
実施した。
・産後ケア事業は令和６年度より
利用可能施設を市内だけではな
く、市外にも広げる。また、宿泊
型・通所型だけではなく、訪問型
も開始する。
・育児支援家庭訪問事業について
は、利用条件を緩和し、利用しや
すい事業にしている。
・低所得の方に関しては、初回産
科受診料助成や、新生児聴覚検査
費用助成を実施。
・医療を必要とする乳幼児に対し
ての医療給付
・２回以上の流産等の既往がある
方を対象とした不育症の検査及び
治療に要する保険対応外の費用の
一部助成
・児童の養育について支援が必要
な家庭に対し、訪問による育児や
家事の援助

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

【市立芦屋病院】
おっぱい外来1件

【こども家庭・保健センター(母子
保健係・管理係)】
・乳幼児健診についてはWEBで予
約を変更できるようにするなど受
診しやすい体制を構築している。
・未受診者については早期から勧
奨を行い受診率向上に務めた。ま
た未受診理由や育児状況の把握を
丁寧に行い、児童福祉と連携し一
体的に支援を行った。
・母子保健と児童福祉との連携に
ついては、毎月連携のための会議
を開催し、体制構築に務めた。
・育児不安軽減と育児に関する正
しい知識の普及のため、育児ブッ
クを見直し情報提供の内容・方法
を改善した。
・芦屋市休日応急診療所、在宅当
番医制、小児救急対応病院輪番
制、小児一次救急、休日応急歯科
診療、救急安心センター（＃
7119）などの各種事業の実施によ
り、小児救急医療の確保・充実に
取り組んだ。
・1.5カ月児への予防接種の案内送
付、個別通知、就学時検診での母
子健康手帳の確認等、周知に務め
た。

４か月児健康診査 100.2％
１０か月児健康診査 93.2％
１歳６か月児健康診査 98.1％
３歳児健康診査 103.0％
５歳児発達相談 回答率80.1％、
相談実施人数 22人
妊産婦相談・育児相談 相談延
365 人
ブックスタート事業 配布数456冊
アレルギー教室    参加人数 32人
アレルギー健診 受診人数45人
めだか水泳教室 参加実人数14
人、延人数165人
プレあそぼう会(1歳6か月児健康診
査時の要観察児)実 22人、延 44人
こどもの相談
精神科医師 実29人、延33人

 小児科医師実13人、延17人
 心理相談員実90人、延114人

休日応急診療所受診者数（0歳〜
14歳） 797人
神戸こども初期急病センター受診
者数 698人
麻しん風しん（MR）Ⅰ期
82％、Ⅱ期81％

・地域で孤立した育児をされている
人や不安を抱えている親子に対して
の個別支援アプローチのあり方や対
策を検討する必要がある。
・母子保健と児童福祉の一体的支援
については、より切れ目がなく丁寧
な支援につなげられるよう、今後も
支援のあり方・役割について検討が
必要。
・発達の気になるお子さんのフォ
ローについては、複数の支援者が対
応していることから支援方針のばら
つきが生じる可能性があり、一貫し
た支援を展開できるよう、支援体制
の構築が必要。またサービス利用
ニーズが高まっている一方で、親教
育・親支援の必要性を感じており、
保護者が安心して育児できるようサ
ポートが必要。

【保健安全・特別支援教育課】
・特別支援教育センターにおいて
窓口を設定し、関係機関と連携を
取りながら、配慮の必要な子ども
の継続的な支援を行う。
・各担当機関が関わっている児童
について、情報を共有し、医師等
の専門職の助言を得ながら、必要
な支援について検討する。

・情報共有を適宜行い、就学前施
設から小学校に向けて、情報を共
有しながら進めることができた。
・学校にも情報を提供すること
で、指導の方向性を共有すること
ができた。また、教員が訓練現場
を参観し、専門的な指導の内容に
ついても共有することができ、学
校と関係機関のつながりを強化す
ることにつながった。

・相談の件数は増加傾向であるが、
対応する職員の数が少ない。
・個別の支援を充実させるために、
訓練の場や、対面で情報共有を行い
たいが、学校現場と福祉との日程の
調整が困難である。 B

－
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

6.1% 6.0% 5.8% 減少 B2

7.0% 6.9% 7.0% 減少 B2

1.7% 2.0% 2.5% 減少 C

3.3% 3.5% 3.7% 減少 C

（２）学童期・思春期
から成人期に向けた保
健対策

・ 健康的な生活習慣を身につけら
れるよう支援する体制づくりを行
います。
・ 発達段階に応じた対応について
の知識を普及します。
・ 育てにくさを感じた時に相談で
きる場の提供と継続的な支援を行
います。
・ 思春期におけるこころの育ちへ
の取組を推進します。
・ 性に関する正しい知識の普及や
相談等の取組を推進します。
・ 喫煙や薬物等に関する教育や指
導等の取組を推進します。
・ 小児救急・救急医療の充実に努
めます。
・ プレコンセプションケアについ
ての普及啓発を推進します。

【学校支援課】
芦屋市カウンセリングセンターに
おいて、専門カウンセラーや電話
相談員が対応する教育相談によっ
て、児童・生徒の健全育成を図っ
ている（対象：児童・生徒・教
師・保護者）。
 
 いじめ防止基本方針に基づき、
いじめ等の問題行動の未然防止に
努めている。スクールカウンセ
ラー等を活用し、教育相談を充実
させ、スクールソーシャルワー
カーを配置し、複雑化多様化して
きた課題に対応している。

・電話相談 ３３件
 電話相談内容：不登校、家庭・
子育て、発達障がい等
 相談対象者：小学生、中学生、
保護者
・面接相談１３０件
 面接相談内容：不登校、家庭・
子育て、心身の健康等
 相談対象者：中学生、小学生、
高校生等

・芦屋市生徒指導不登校連絡協議
会の実施 １１回実施
・問題行動件数  ①小学校
２１７件  ②中学校 ４１４件
・いじめ認知件数 ①小学校
１，８２８件  ②中学校 １２
３件

・心理相談数 93件
R4〜R6にかけて、相談受付件数が
54⇒60に増加
・家庭児童相談数（相談種別処理
件数）308件
R4〜R6にかけて、相談件数は減少

【こども家庭・保健センター(こど
も家庭係)】
学童期・思春期において、子育て
相談や学校との連携調整、虐待予
防のための仕組みづくりなどに継
続して取り組んでいる。
・臨床心理士等が家庭とこどもの
悩みなどの相談に応じている。
・家庭での養育上の問題や児童虐
待など様々な相談に応じている。

るいそう：小学校

るいそう：中学校

①市内公立小中学校の肥満・るいそ
う（やせ）傾向（％）

肥満：小学校

肥満：中学校

・教育委員会が核となりカウンセリ
ングセンターと学校が連携しなが
ら、子どもの支援にあたるた
めの具体的な方法の研究
・カウンセリングセンターでの教育
相談の促進（周知）に向けた継続し
た取組の必要性

・保護者対応において、学校だけで
対応が困難な状況の増加。
・児童生徒と向き合う時間の確保。
・関係機関とのネットワーク構築と
連携。
・小中連携を通して、一貫性のある
生徒指導体制づくり。
・事案発生後の適切な対応、情報共
有。
・複雑な背景を持つ児童生徒に対す
る指導では、SSWが見立てを行い、
関係機関との連携を図り、計画的に
指導を進める。
・各校研修会を実施し、チーム学校
として適切な組織的対応及び問題解
決や児童生徒等の支援体制を確立し
ていく。
・小中連携を図りながら、事案に対
しての研究を深めていく。

・臨床心理士の出務日時が限られる
中で相談を希望するも日程の調整が
つかないもしくは面談日が遅滞する
ことがあった。
・全国的な虐待件数の高止まりとは
相関が見られず、相談につながって
いないパターンが増加している可能
性を否定できない。

B

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

198件 288件 396件 増加 A

68件 31件 33件 増加 C

151件 122件 130 増加 C

71人 104人 90人 減少 C
118人 128人 138人 減少 C
45.5% ー ー 100% ー
100% 100% 100% 100% A
100% 100% 100% 100% A

・学校保健大会で取り扱うテーマ
については、学校保健会理事会に
て現代的な健康課題について話し
合い、決定している。令和６年度
の学校保健大会では「睡眠教育」
についての講演会を開催し、保護
者からも大変好評だった。

・養護教諭は健康診断やけが・体
調不良への初期対応に加え、心の
ケア、感染症対応、健康教育な
ど、多岐にわたる業務を一人で
担っている。養護教諭会を通し
て、養護教諭同士で必要な情報共
有を行い、養護教諭が孤立せず安
心して業務に従事できる環境づく
りを進めることができている。

・「性に関する指導・エイズ教育
研修会」や「がん教育に関する研
修会」、「喫煙、飲酒、薬物乱用
防止教室講習会」など、兵庫県教
育委員会主催の研修会に積極的に
参加することで、新たな知識を得
て、知見を広げることができてい
る。

・市薬剤師会と連携しながら、各
校の実態に応じたテーマを設定
し、薬物乱用教室を開催すること
ができている。

【保健安全・特別支援教育課】
・学校保健活動の充実と発展を目
指し、「芦屋市学校保健大会」を
毎年度開催している。

・情報共有ならびに養護教諭の専
門性を高めるため、養護教諭会を
月１回程度開催している。
年間開催回数 10回

・保健教育として、学校の教育活
動全体を通して、「健康な生活に
必要な知識や能力の育成」を目指
すとともに、保健管理では健康診
断や環境衛生検査などを適切に実
施している。

・小中学校ともに、薬物乱用防止
教室を学校保健計画に位置づけ、
中学校では薬物乱用防止教室を年
１回実施している。

小学校

電話相談

面談

中学校

⑦薬物乱用等防止教育に取り組んで
いる学校割合

②市内公立小中学校のSSWの相談件
数

③芦屋市カウンセリングセンターの
利用人数

④市内公立小中学校の不登校の児童
生徒数（年間30日以上の欠席）

⑤学校保健委員会を開催している学
校の割合
⑥いのちの教育に取り組んでいる学
校の割合

・現代的健康課題は多種多様である
ため、学校外の様々な分野の専門家
の参加・協力を得る必要がある。

・多様な健康課題を抱える子どもた
ちを適切にフォローするため、養護
教諭としての専門性をより高めてい
く必要がある。

・保健教育をより一層充実させるた
めには、学級担任や教科担任等が連
携し、養護教諭や学校医等の専門的
な知識や技能を教科体育や保健体育
の学習の場に積極的に活用していく
必要がある。
・各種研修会では養護教諭のみなら
ず、学級担任や教科担任の参加もよ
り促していくことが必要である。

・薬物乱用防止では一次予防が最も
本質的な予防策である。１０代は薬
物乱用のきっかけが起こりやすい時
期だからこそ、発達段階に応じた指
導を進めていく必要がある。

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

98.4% 98.6% 98.3% 100% B2
95.9% 95.9% 96.0% 100% B2

26,286
人

33510
人

34310
人

増加 A

（３）こどもの健やか
な成長を見守り育む地
域づくり

・ 親同士の交流の場や相談先を充
実し、相談体制を構築します。
・ 児童の虐待を防止する取組を推
進します。
・ 積極的に育児をするパートナー
を支援する体制を整備します。
・ ゆったりとした気分でこどもと
過ごせる場を提供します。
・ 中高生が安心して過ごせる居場
所づくりを推進します。

①育児について相談相手のいる母親
の割合
②育児参加する父親（パートナー）
の割合
③市内のひろば事業を利用している
人数

B

事業の周知に努め、内容の充実を引
き続き図っていく。

B

B

【人権・男女共生課】
２か月に１回（偶数月の土曜午前
中）、こどもを遊ばせながら父親
同士が情報や悩みを共有できる場
「パパタイム」を開催し、育児ア
ドバイザーとして保育士や絵本講
師などを招くことで、父親同士の
交流を促し、育児の参考となる情
報提供を行った。パートナーが妊
娠中のプレパパも対象とし、こど
もが生まれてからの子育てのヒン
トを得られる機会とした。
また、毎月２回（平日午前中）、
「大人の読書タイム」を開催し、
育児で自分の時間がとれない親
に、育児から離れて自分の時間を
確保していただく機会とした。

パパタイム参加者：４３組、８４
人
大人の読書タイム参加者：８１
組、８３人

新規の参加者を増やすことができる
よう、本事業の周知方法や参加意欲
を高めるテーマ設定等の工夫を行う
必要がある。

１年間で０歳児のグッピークラブ
に６９組、１歳児うさぎクラブに
７８組、２歳児こぐまクラブに６
５組が参加。定期的に通える親子
交流の場として定着している。
教室内での子育て相談や子育てフ
リー相談等、児童センターが身近
に相談できる場として利用されて
いる。

・学年ごとに親子交流ができる遊び
の事業や、子育て相談ができる場と
して、周知できていない場合がある
ので、今後も子育て中の保護者への
広報活動に重点を置く。

【上宮川文化センター】
・こどもの各年齢に合わせて、子
育て交流ができる事業を開催して
いる。その中で、子育てで悩むこ
とがあれば、随時相談できる体制
を整えている。また、毎週金曜に
子育てフリー相談を開設してい
る。
・図書室で読み聞かせができるよ
う、親子にやさしい絨毯スペース
を設置している。

【ほいく課】
認定こども園・保育所の園庭を開
放を実施

４施設において合計１０１回実施
延べ３９３人の親子が利用した。
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

・なかよしひろば 1,972人
あい・あいるーむ
つどいのひろば（むくむく13,345
人、キオラクラブ1,042人、ひとし
お2,332人、プチアンジュ1,012
人）
・各グループや団体の企画に職員
を派遣し援助を行った。また、定
期的に各グループ同士の交流会の
場を設けた。

・ファミリーサポートセンターの
活動 5256回
会員数1,198人

・要保護児童対策地域協議会の活
動（個別ケース会議625回、要保
護児童対策地域協議会の開催３
回）
・R6年2月より、まんがステー
ションを開始。居場所としての魅
力向上に努めた。

・行政・事業会社のサービスが充実
してきた影響や少子化からか、企画
に参加する人が少なくなっている。
また、グループ構成員の子の年齢が
上がることに伴い、構成員が次のラ
イフステージにすすみ、グループ維
持のための人員が不足している。

・町ごとに依頼会員と提供会員の需
要と供給のバランスに差がある。

・虐待防止に努めているが、全国的
に虐待事例は増加傾向にある。
・居場所づくりの本来の主旨のひと
つであった、「悩みを抱える子の相
談につなげる」にあたる実績は0で
あること。

B

【こども家庭・保健センター(こど
も家庭係)】
・公立幼稚園の遊戯室や園庭を活
用して、子育て中の親子を支援す
る。

・公共施設等を利用して、地域で
自主的に活動するグループや団体
の活動を支援し、地域のコミュニ
ティづくりをすすめる。その際活
動費助成なども行う。

・育児支援や家事支援を受けたい
人と協力したい人をマッチングす
る。
・要保護児童対策地域協議会を設
置しており、随時支援が必要な
ケースに対し、虐待防止のために
支援員が対応している。
・中高生の居場所として、スタ
ディールーム・ミュージックスタ
ジオ、まんがステーションを整備
した。

B

【保健安全・特別支援教育課】
・さんさんひろばでは公立幼稚園
で週１回専任の指導員により、３
歳児とその保護者を対象に子育て
及び保護者支援をしている。年間
１９５回開催 参加親子述べ８４
８組            ・
園庭開放や幼稚園で遊ぼう会を開
催し地域の０歳〜未就園児のこど
もと保護者を対象に公立幼稚園の
遊具でや在園児と遊べる場を設け
る子育て支援をしている。年間８
４回 参加延べ人数４５５人

・指導員が３歳児と一緒に遊んだ
り、保護者との触れ合いあそびを
紹介したりして、こどもと遊ぶ楽
しさや、大切さを知る機会になっ
ている。
・園庭開放や幼稚園で遊ぼう会で
幼稚園の行事に参加したり、職員
に子育ての相談をしたりできる機
会を作ることができている。

・さんさんひろばでは保護者同士の
つながりがもてるような保育内容を
展開し、在園児の保護者とのつなが
りももてるような機会を作っていく
必要がある。
・寒暖差の大きい季節にも未就園児
と保護者が安心してゆっくりと過ご
せるように、園庭だけでなく保育室
も開放する。
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健康づくりプランあしや（第４次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）取組評価シート

■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

33.7% − − 50％以上

22.5% − − 50％以上

41.2% − − 45％以上

− − − 50％以上

【スポーツ推進課】
シンコースポーツ体育館・青少年
センターおよびシンコースポーツ
グラウンドにおいて、新体力測定
を実施しています。令和４年度か
ら芦屋市内の潮見地区で実施、令
和５年度は、精道地区、令和６年
度は山手地区（三条・朝日ヶ丘・
山手）で実施しました。
あらゆる世代の方が楽しんで運動
できるラジオ体操講習会や公式ワ
ナゲ市民大会を実施した。

（１）運動習慣の確立
と実践

Ⅱ 健康
寿命の延
伸に向け
たライフ
ステージ
に応じた
健康づく
りの推進

・ライフステージにあわせた効果
的な運動や身体活動の普及啓発を
行います。
・身体活動・運動を実施する重要
性を周知します。
・地域での運動の取組を把握し、
地域活動の支援を行います。
・運動しやすい環境や運動機会の
充実を図ります。
・身体活動面からのフレイル予防
について周知啓発します。

参加者は、あらゆる世代の方で体
力や健康状態を検査し、スポーツ
推進委員等から指導と助言を行っ
ています。参加者自身で体力や健
康状態を認識することができる。
気軽にできる運動としてラジオ体
操があり、個人でも気軽にできる
効果がある。また、公式ワナゲ市
民大会は手軽にできて、多くの世
代の方が楽しめた。

参加者自身の体力は把握できる
が、特に働き盛り世代が運動を継
続的に意識して実施してもらうこ
とが課題
スポーツ啓発事業に新たな参加者
を増やすことが課題

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況

総括（総括結果、課題、今後の方向性） （Action）

推進分野(1) 運動習慣の確立と実践
「ヘルスアップ事業(健康ポイント)」の継続により、庁内横断的な取組や、関係機関等との連携を図った。今後も引き続き、関係各課との連携に努めるとともに、民間企業等の多様な主体との連携に取
り組み、運動のきっかけづくりや意識づけを図り、市民の運動習慣の確立と実践を目指す。また、高齢者を対象とし「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を実施し、通いの場や公共施設
において、フレイル予防について啓発を積極的に行うことで、運動のきっかけづくりにつながった。
推進分野(2) 禁煙と適正飲酒の推進
各課において、様々な機会を通じて周知・啓発を行っているが、十分に周知が行き届いているとは言えない状況と考える。今後もあらゆる機会を捉え、関係機関と連携し、幅広い世代への適正飲酒や
禁煙に関する情報提供を積極的に行うよう努めていく。
推進分野(3) こころの健康
こころの健康対策として、追い込まれる前に相談ができるよう相談窓口の周知を行った。自殺予防週間、自殺対策強化月間等の機会を捉え、積極的に周知・啓発を行った。
推進分野(4) 歯及び口腔の健康づくり
「ヘルスアップ事業(健康ポイント)」の実施により、歯科健診をはじめ各種事業の受診・参加へとつながった。引き続きヘルスアップ事業(健康ポイント)を活用し、歯科健診・相談の各種事業の利用者
の増加を目指していく。また、「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業」の中でフレイル対策としての歯及び口腔のさらなる健康づくりの推進を関係各課並びに関係機関との連携を図りな
がら目指していく。

健康増進計画 Ⅱ計画

ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

①週3回以上の運動習慣のある人の
割合(%)

男性

女性

②何らかの地域活動を行っている高
齢者の割合（60歳以上）(%)※
※②の基準値は、「芦屋のまちづくりについての
市民意識調査（令和5年6月実施）」による。

③日常生活における歩数を把握して
いる人の割合(%)

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況
ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

【高齢介護課】
≪介護予防事業≫
65歳以上の高齢者を対象に身体活
動・運動を中心としたさわやか教
室の実施を行っているほか、年間
３回程度、運動に関する講話を
行っている。また、トレーナー派
遣事業やリーダー養成講座によ
り、地域介護予防活動を支援して
いる。

≪高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施≫
ポピュレーションアプローチとし
て、医療専門職（保健師、理学療
法士等）が通いの場等に出向き、
フレイル予防に関する健康教育や
健康相談を実施した。また、通い
の場における支援の必要な高齢者
に対して、健診や医療の受診勧奨
や地域包括支援センターへの相談
等の必要な支援を行った。また、
公共施設等にて、予約不要の立寄
り型フレイル予防事業を実施し
た。

令和５年度実績と比較すると、通
いの場への専門職派遣の申込数が
減少しており、新規参加者の獲得
が課題である。今後もより多くの
市民にフレイル予防の周知を行
い、意識の定着に向けて、継続し
た事業の実施や周知啓発を行って
いく。

≪介護予防事業≫
令和６年度は、12のさわやか教室
を実施（市内事業者実施分６、高
齢者生活支援センター実施分
６）。
＜市内事業者実績＞
446回開催、参加実人数624人、延
人数4、990人といずれも前年度よ
り増加。教室開始時と終了時に実
施した5項目の体力測定では、
64％〜80％の維持・改善がみら
れ、主観的健康感においても90％
以上の維持・改善の回答があっ
た。
＜高齢者生活支援センター実績＞
241回開催、参加実人数291人、延
人数2,204人といずれも前年度より
増加しており、高齢者の介護予防
に寄与している。

≪高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施≫
保健師が理学療法士等と２か所の
通いの場に計４回訪問し、フレイ
ル予防に関する健康教育や健康相
談を実施した。参加延人数55人。
後期高齢者質問票により健康状態
を把握し参加前後の比較をした結
果、参加後に維持・改善している
者の割合が全ての項目において８
割以上であり、参加後のアンケー
トでは「積極的に運動に取り組ん
でいる」「転倒予防の大切さがわ
かった」との感想があり、フレイ
ル予防の周知に寄与した。
また、2か所の公共施設等にて計3
回身体活動についての立ち寄り型
フレイル予防事業を実施した。参
加延人数は137人であった。

A
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況
ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

B

【こども家庭・保健センター】
・高齢者が住み慣れた地域で安心
して生涯を通じた健康の保持増進
を図るため、保険課、地域福祉
課、高齢介護課、こども家庭・保
健センター及び地域の関係団体と
の連携のもと、高齢者への一体的
な支援を実施している。そのう
ち、こども家庭・保健センターで
は、ハイリスクアプローチとし
て、生活習慣病及び糖尿病性腎症
重症化予防事業を実施した。令和
６年度は47人の対象者に対し、26
人に保健師・管理栄養士による保
健指導を実施した。

・楽しみながら「いつのまにか健
康（になる。）」を自らが実践
し、健康寿命の延伸を目指すこと
を目的とし、ヘルスアップ事業(健
康ポイント)事業を行っている。
ヘルスアップ事業(健康ポイント)
参加者数 624人

また、誰もが気軽に健康づくりに
取り組めるようなきっかけとし
て、令和元年度、令和3年度に作成
した「ウォーキングマップ」の普
及啓発を行っている。
・ウォーキングマップ配布数
1,300部

・集団健診会場でのチラシや健康
づくりハンドブック、個別健康教
育実施時による啓発を行ってい
る。

・健康診査やレセプトの状況から
医療機関の受診が必要と考えられ
る高齢者に対し、医療専門職が保
健指導を実施することにより、生
活習慣病の重症化予防のきっかけ
となっている。

・ヘルスアップ事業(健康ポイン
ト)参加者のうち、
 歩数増加者：55.6％
 新規参加者割合：59.2％

・「ウォーキングマップ」の普及
啓発により、市民が楽しく運動す
るきっかけになっていると考えら
れる。

・様々な場委託や教室による周知
を行うことで、一定運動の重要性
について啓発できた。

・保健指導実施率が55.3％である
ことから、対象者のうち、約半数
の高齢者に対してアプローチでき
ていないことが課題である。

・令和元年度から開始し、参加者
数は増加している。(令和元年度定
員200人→令和6年度定員600人)
また、予約開始すぐに定員となる
ことが続いている。今後は、より
健康無関心層の参加を増やすた
め、ICT等を活用し、定員の拡大に
努める。

・今後も、周知・啓発に力を入れ
ていく
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況
ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

2.1% 2.3% 2.5% 0% C

14.6% − − 13%以下

3.7% − − 3%以下

88.9% − − 100%

20.6% − − 15%以下

女性（20g以
上） 20.2% − − 15%以下

（２）禁煙と適正飲酒
の推進

・ポスター掲示や、ハンドブック
に禁煙の必要性を記載すること
で、禁煙について考えるきっかけ
となっていると考えられる。
・個別健康教育の際に、喫煙者に
個別に声をかけることにより、禁
煙について考えるきっかけとなっ
ていると考えられる。

・母子健康手帳交付時のアンケー
トにより、喫煙環境を必ず聞くよ
うにしており、その場で禁煙・受
動喫煙について説明を行ってい
る。妊娠中の喫煙率は０％ではな
いが、母体と喫煙についての知識
は普及していると思われる。

・喫煙・受動喫煙・飲酒が身体に
及ぼす影響について啓発します。
・妊婦やこどものいる家庭の禁煙
対策をすすめます。
・禁煙したい人がやめられるよう
に支援します。
・健康を守る適度な飲酒について
普及啓発を行います。

①妊娠中の喫煙率（再掲）（％）

③副流煙が及ぼす影響を知っている
人の割合

④生活習慣病リスクを高める量（１
日あたりの純ｱﾙｺｰﾙ量）を飲酒してい
る人の割合※（20歳以上）
※④については、飲酒している人を母数として、
該当者の割合を算出している。

女性

男性

②タバコを吸っている人の割合
（２０歳以上）

B

【こども家庭・保健センター】
・施設内や集団健診会場にポス
ターや教室の案内を掲示。

・健康づくりハンドブックを集団
健診者に配布し、禁煙の必要性の
周知啓発を行っている。
健康づくりガイドブック配布数
2,101人(特定集団1,763人＋チェッ
ク338人)

・個別健康教育の参加者のうち、
喫煙者の方に教室の勧奨や保健指
導の中で禁煙指導を併せて実施す
ることで支援する人を増やしてい
きたい思いがあるが、希望者は少
なく、年間1名程度。

・母子健康手帳交付時に喫煙をし
ている妊婦への働きかけを実施。
また、SIDS予防に禁煙が効果的で
あることを赤ちゃん訪問時にリー
フレットを配付し周知。
ただし妊娠届出のアンケートや乳
幼児健診の問診項目で「たばこを
吸っていない家庭」が０になって
いない。

喫煙者のうち、禁煙を希望してい
る方は少ないが、継続して支援す
る中で禁煙への希望を引きだすア
プローチが必要。ハンドブックの
配布先が限定的であるため、今後
は禁煙について、その他の周知方
法等も検討してい必要がある。

妊娠中の喫煙率は0％になっていな
いため、引き続き周知啓発に力を
入れていく必要がある。

男性（40g以上）

【環境課】
・喫煙マナーの周知・啓発につい
ては、広報誌やケーブルTV等の媒
体を通じたものや、マナー指導員
による現地巡回等により継続実施
してきた。

・左記により、喫煙禁止区域内で
の過料処分件数が、直近10年間で
約４割程度に減少し、抑制できて
いる。

・周知啓発には継続が不可欠であ
ること。

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況
ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

26.2% − − 20%以下

69.9% − − 100%

92.7% − − 100%

31.9% − − 30%以下

6.1% − − 30%以下

B

ハンドブックに記載することで、
市民が睡眠や休養について見直す
きっかけになっていると考えられ
る。
こころの体温計のチラシの裏面に
市内の相談先を記載することによ
り、市民が相談をするきっかけに
なっている。

【環境課】
・温泉サービスの提供に加え、毎
月、健康増進事業として、歩き方
教室、健康体操教室、インボ
ディー測定等の取組みを実施して
いる。

・左記により、特に高齢世代に対
して、健康意識を高めるきっかけ
となっている。

（３）こころの健康 ・健康づくりのための睡眠や休養
の重要性を周知啓発します。
・メンタルヘルスに関する知識や
相談先を周知します。
・保健事業においてこころの不調
にも気を配り支援します。
・メンタルヘルスに関する相談は
関係機関等と連携し対応します。

【こども家庭・保健センター】
・健康づくりハンドブックを集団
健診受診者に配布し、睡眠や休養
の重要性について周知啓発を行っ
ている。
健康づくりガイドブック配布数
2,101人(特定集団1,763人＋チェッ
ク338人)
・こころの体温計について、HPや
チラシの配布により周知を行って
いる。
こころの体温計チラシ配布数
13,430枚
こころの体温計アクセス数
23,485人/年

こころの体温計チラシ裏面には、
市内相談機関の連絡先が明記され
ている。

ハンドブックや、チラシの配布先
が限定的であるため、今後はその
他の周知方法等も検討してい必要
がある。

⑤こころの体温計を知っている人の
割合

③ストレス解消法を持っている人の
割合

①睡眠による休養を十分にとれてい
ない人の割合

B

④悩みの相談先を知らない人の割合

②ストレスを感じた時の相談相手が
いる人の割合

・コロナ禍以降、年間利用者数が
伸び悩んでいること。
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組基本目標 推進分野 取組状況
ウ 取組結果 （Check）

評価項目指標（単位） 評価

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

95.0% 95.4% 95.6％ 100% B2

62.9% − − 65%以上

62.0% − − 65%以上

50.7% − − 80%以上

29.1% − − 30%以上

87.0% − − 96%以上

23.2% 22.3% 21.4% 20%以下 B2
22.1% 22.3% 22.2% 19%以下 B2

65.8% − − 73%以上

43.4% − − 45%以上

73.8% − − 84%以上

B

・歯の無料相談と健診、妊婦歯科
健診、節目健診ともに受診者が減
少している現状もあるため、引き
続き周知啓発に努め、受診率を向
上する取り組みを行う。
また、健診受診者のうち、元々歯
科医療機関への受診をしている方
も一定数いることから、その他の
歯科未受診者層への動機づけにつ
いても引き続き周知啓発をしてい
く必要がある。

・歯の無料相談と健診では、かか
りつけ歯科を持たない方への健診
機会の提供ができた。
・妊婦歯科健康診査や節目健診で
は、無料受診券の交付により健診
機会の提供ができた。
・健診の機会を通して、歯周病と
生活習慣病との関連についての必
要な指導や、周知啓発を行うこと
ができた。

【高齢介護課】
≪介護予防事業≫
年間３回程度、歯科衛生士によ
り、口腔ケアや誤嚥性肺炎予防等
の口のフレイル予防に関する講話
を行っている。

≪高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施≫
ポピュレーションアプローチとし
て、医療専門職（保健師、歯科衛
生士）が通いの場等に出向き、フ
レイル予防に関する健康教育や健
康相談を実施した。また、通いの
場における支援の必要な高齢者に
対して、健診や医療の受診勧奨や
地域包括支援センターへの相談等
の必要な支援を行った。また、公
共施設等にて、予約不要の立寄り
形式でのフレイル予防事業を実施
した。

・健（検）診の機会を設けます。
・健（検）診受診後のフォロー体
制を確立します。
・各年代に合わせた口腔ケアを啓
発します。
・歯周病と生活習慣病との関連に
ついて周知・啓発を行います。

（４）歯及び口腔の健
康づくり

⑥半年前に比べて固いものが食べに
くくなった人の割合

⑤50歳以上における咀嚼良好者の割
合

④喫煙が及ぼす健康への影響を知っ
ている人（歯周病）の割合

⑦お茶や汁物等でむせることがある
人の割合

40歳代

50歳代

【こども家庭・保健センター】
・歯の無料相談と健診を年間12回
実施している。
歯の無料相談と健診参加者 57人

・対象者に対し、節目検診(40歳・
50歳・60歳)、妊婦歯科健診を実
施している。
節目健診受診者
40歳 61人
50歳 104人
60歳 89人

妊婦歯科健診受診者 173人

⑨かかりつけ歯科医をもつ人の割合
の増加

≪介護予防事業≫
介護予防センターにおいて、口腔
フレイル予防に関する介護予防教
室を３回実施した。

≪高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施≫
保健師が歯科衛生士と４か所の通
いの場に計４回訪問し、フレイル
予防に関する健康教育や健康相談
を実施した。参加延人数40人。参
加後のアンケートでは「夜の歯磨
きを丁寧にしようと思った」「口
腔体操が誤嚥性肺炎の予防にな
る」という感想があり、フレイル
予防の周知に寄与した。
また、１か所の公共施設にて計２
回、口腔・栄養についての立ち寄
り型フレイル予防事業を実施し
た。参加延人数は15人であった。

③定期的な歯科健診を受診する人の
割合

①３歳児健康診査の結果、むし歯の
ない幼児の割合（％）
②歯間部清掃用具を使用する人の割
合

⑧8020運動目標達成者割合の増加

60代（24歯以上）

80代（20歯以上）

令和５年度実績と比較すると、通
いの場への専門職派遣の申込数が
減少しており、新規参加者の獲得
が課題である。今後もより多くの
市民にフレイル予防の周知を行
い、意識の定着に向けて、継続し
た事業の実施や周知啓発を行って
いく。

A
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健康づくりプランあしや（第４次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）取組評価シート

■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

69.4% − − 75％以上

− −

71.4% − − 75％以上

64.1% − − 75％以上

− −

28.9% − − 50％以上

肺がん検診
27.5% − − 50％以上

大腸がん検診
34.8% − − 50％以上

子宮頸がん検診
39.7% − − 50％以上

41.4% − − 50％以上

31.3% − − 20％以下

①適正体重を達成・維持している人
の割合※
※適正体重はBMI18.5以上25.0未満（65
歳以上はBMI20.0以上25.0未満）を指す

②毎年健康診査・定期健康診断を受
けている人の割合

男性

女性

B

③がん検診を受けている人の割合

胃がん検診

乳がん検診

④健診受診後、生活習慣の改善等に
取り組んでいない人の割合

参加者が少なかったため、周知方
法を工夫すると共に、座学形式の
みによる内容とするのではなく、
体験型のワークを取り入れる等、
講座内容の検討をしていく必要が
ある。

・特定健診の受診率が前年比微減
となっており、受診行動につなが
る取り組みをより一層実施する必
要がある。
また、みなし健診を導入したこと
で、特定健診以外で健診を受診し
ているため、未受診となっている
層を取り込むことができつつある
ものの、申請件数がわずかなた
め、より周知啓発を実施し、みな
し健診の提出数の向上にも取り組
む必要がある。
・特定保健指導の実施率が低いた
め、特定保健指導の意義等につい
て対象者へ通知を送付するととも

B

Ⅲ 主体
的な健康
管理の推
進

(１)生活習慣病予防や
フレイル予防等の対策
と健康寿命延伸の取り
組み

・身体の状態をチェックできる機
会を充実します。
・適正体重が維持できるよう普及
啓発します。
・生活習慣病の発症予防と重症化
予防を継続します。
・健診やがん検診受診後のフォ
ロー体制を充実します。

【人権・男女共生課】
女性の健康セミナーを開催し、男
女ともに知っておきたい女性特有
の健康課題や不調への対処法につ
いて、助産師の講師説明を行い、
講演前には、職員より「リプロダ
クティブヘルス／ライツ」につい
ての説明を行った。また講演後に
は、こども家庭・保健センターよ
り子宮頸がん、乳がん、骨粗しょ
う症健診等、市の検診について周
知・案内を行うことで、講師の講
演内容と関連して健診受診の重要
性を参加者へ伝える機会とした。

参加者：１０人（会場：３人 オン
ライン：７人）

【保険課】
(国保)
・国民健康保険加入者で対象基準
を満たす者に市立芦屋病院「人間
ドック1日コース(基本コース)」の
検査料の一部助成を実施。ホーム
ページや広報あしや等で周知を行
い、周知啓発も実施した。定員は
600名。
・国民健康保険加入者の40〜74歳
までの方を対象に健康診査を実
施。こども家庭・保健センターで
の集団健診と、市内の医療機関で
の個別健診を実施。対象者数は
12,893名。
・特定健診の結果により、健康の

（国保）
・人間ドック受診者は567名（定
員に対しての受診率は94.5％）。
・特定健康診査受診者数は5,117名
（受診率39.7％）。
うち、集団健診1,726名（定員
2,430名、定員に対しての受診率は
71％）、個別健診2,724名。
・特定保健指導の終了者数は74名
（15.1％）。
・特定健診受診者で医療機関へ受
診勧奨をした者のうち、受診につ
ながった人数についてはR8.3まで
に評価。
・糖尿病性腎症重症化予防として

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）

基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

推進分野(1) 生活習慣病予防やフレイル予防等の対策と健康寿命延伸の取り組み
こども家庭・保健センターでは、市民が健(検)診を定期的に受診できるよう、今後も保険課・生活援護課等の各課と連携する。また、周知・啓発についても様々な機会を捉えて、実施を行う。継続して実施している「ヘルスアップ事業」では、特定健診等
各種健診、各種がん検診、骨粗しょう症検診をポイント付与しており、各種健(検)診の受診の動機づけとなった。また、健康ポイント事業に参加することにより、自身の健康に向き合うきっかけとなるため、今後も市民自らが主健康づくりに取り組めるよ
う「ヘルスアップ事業」を継続的に推進していく。
また、健(検)診受診後についても、市民が検診結果や生活習慣についての相談ができるよう各種相談事業を実施している。相談件数はやや減少しているため、市民が相談したくなるような仕組みを検討していく。
高齢者に対しては、「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業」を実施し、フレイル予防等の健康教育を行うことで介護予防に寄与している。また、健康診査やレセプトの状況から医療機関の受診が必要と考えられる高齢者に対し、医療専門職が
保健指導を実施することにより、高齢者の生活習慣病の重症化予防のきっかけとなっている。また、女性の健康に関するテーマの健康講座を人権・男女共生課と共催で実施しており、女性の健康についての普及啓発につながっている。
また、国民健康保険加入者に対しては、個別健康教育、重症化予防事業、未治療者支援を行い、生活習慣病予防につながっている。
今後も各課における取り組みを進めるとともに、包括連携協定等の多様な主体と連携を図り、市民自らが健康づくりに取り組めるように推進していく。

計画 健康増進計画 Ⅲ

総括（総括結果、課題、今後の方向性） （Action）
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）

基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

− −

82.37
（R2）

− −

86.93
（R2）

− −

69.9% − − 77％以上

41.8% − − 46％以上

平均寿命の
増加を上回
る健康寿命
の増加

女性

⑥かかりつけ医をもつ人の割合の増
加
⑦かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬
局をもつ人の割合の増加

⑤健康寿命の延伸

男性

て対象者へ通知を送付するととも
に、効率的かつ効果的な実施方法
について検討する必要がある。
・医療機関への受診勧奨について
は通知を対象者に送るが、医療機
関受診につながっていない。特に
糖尿病性腎症重症化予防事業に関
しては令和3年度より、レセプトに
て治療中断をしていると考えられ
る方にも通知発送・保健指導を実
施しているが、同じ人が中断者と
して名前が上がっている。また、
レセプトだけでは医師の判断によ
り経過観察となっているのか、自
己の判断により中断しているか判
断できない。

・特定健診の結果により、健康の
保持に努める必要がある者に対
し、特定保健指導を実施した。対
象者数485名。
・特定健診を受診した者で検査値
から医療機関へ医療機関への受診
が必要なものに対し、受診勧奨を
実施した。対象者数219名。
・特定健診受診者のうち、健診結
果から糖尿病、糖尿病性腎症が重
症化するリスクが高い未治療者お
よび、過去に糖尿病治療歴があ
り、最終受診から6か月を経過して
も受診した記録がない者に対し
て、医療機関への受診勧奨を実施
した。対象者25名。
(後期)
・後期高齢者医療制度加入者で対
象基準を満たす者に市立芦屋病院
「人間ドック1日コース(基本コー
ス)」の検査料の一部助成を実施。
ホームページや広報あしや等で周
知を行い、周知啓発も実施した。
定員は310名。

・糖尿病性腎症重症化予防として
医療機関へ受診勧奨をした者のう
ち、受診につながった人数は14
名。
（後期）
・人間ドック受診者は310名（定
員に対しての受診率は100.0％）。

【生活援護課】
・被保護者健康管理支援事業とし
て40歳以上の保護受給者に特定健
診の案内を送付。その中でも内科
受診がない方や治療を中断してい
る方を対象として、重症化予防を
目的に健診受診促進の案内文を同
封した。
・保護受給者への訪問時に、特定
健診を直接案内することで受診を
促した。

・特定健診を受診したのは対象者
のうち10％強に留まった。
・1年間のレセプトから、治療を中
断した者や重症化リスクの高い者
をピックアップするなど、特に受
診が必要とされる保護受給者の洗
い出しを行った。また、どのよう
に医療機関に繋げられるか検討を
行った。

・保護受給者の中には自身の体調
に無頓着な方が多い。病院へは行
かないという自分ルールがあった
り、受診の約束後も結局受診して
いなかったりと支援が困難。特定
健診の受診促進だけでは成果が上
がっているとは言いにくく、保護
受給者の健康に対する意識向上に
向けた何かしらの取組が必要であ
る。

B

【高齢介護課】
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）

基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題
【高齢介護課】
（介護予防事業）
65歳以上の高齢者を対象に身体活
動・運動を中心としたさわやか教
室の実施を行っているほか、年間
３回程度、運動に関する講話を
行っている。また、トレーナー派
遣事業やリーダー養成講座によ
り、地域介護予防活動を支援して
いる。

（高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施）
ポピュレーションアプローチとし
て、医療専門職（保健師、理学療
法士等）が通いの場等に出向き、
フレイル予防に関する健康教育や
健康相談を実施した。また、通い
の場における支援の必要な高齢者
に対して、健診や医療の受診勧奨
や地域包括支援センターへの相談
等の必要な支援を行った。また、
公共施設等にて、予約不要の立寄
り型フレイル予防事業を実施し
た。

（介護予防事業）
令和６年度は、12のさわやか教室
を実施（市内事業者実施分６、高
齢者生活支援センター実施分
６）。
＜市内事業者実績＞
446回開催、参加実人数624人、延
人数4、990人といずれも前年度よ
り増加。教室開始時と終了時に実
施した5項目の体力測定では、
64％〜80％の維持・改善がみら
れ、主観的健康感においても90％
以上の維持・改善の回答があっ
た。
＜高齢者生活支援センター実績＞
241回開催、参加実人数291人、延
人数2,204人といずれも前年度より
増加しており、高齢者の介護予防
に寄与している。

（高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施）
保健師が理学療法士等と２か所の
通いの場に計４回訪問し、フレイ
ル予防に関する健康教育や健康相
談を実施した。参加延人数55人。
後期高齢者質問票により健康状態
を把握し参加前後の比較をした結
果、参加後に維持・改善している
者の割合が全ての項目において８
割以上であり、参加後のアンケー
トでは「積極的に運動に取り組ん
でいる」「転倒予防の大切さがわ
かった」との感想があり、フレイ
ル予防の周知に寄与した。
また、2か所の公共施設等にて計3
回身体活動についての立ち寄り型
フレイル予防事業を実施した。参

令和５年度実績と比較すると、通
いの場への専門職派遣の申込数が
減少しており、新規参加者の獲得
が課題である。今後もより多くの
市民にフレイル予防の周知を行
い、意識の定着に向けて、継続し
た事業の実施や周知啓発を行って
いく。

A
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）

基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題
【こども家庭・保健センター】
・令和６年度各種がん検診受診者
数
胃がん検診（胃部X線撮影）
871人
胃がん検診（内視鏡検査）
138人
肺がん検診   9,178人
大腸がん検診  7,452人
子宮頸がん検診 2,089人
乳がん検診   1,299人
前立腺がん検診 2,207人
・がん検診は、減少傾向にある。

骨粗しょう症検診受診者数
令和６年度 324人

健康チェック受診者数
令和6年度 338人

・健診の結果説明会を行い、結果
説明や生活習慣の改善や受診を要
する利用者に対して必要な指導、
受診勧奨を行っている。
また、保健師の相談のみならず、
医師相談や栄養相談も実施し、健
診後のフォロー体制を整えてい
る。
医師相談 36人
保健相談 27人
栄養相談 12人

・楽しみながら「いつのまにか健
康（になる。）」を自らが実践
し、健康寿命の延伸を目指すこと
を目的とし、健康ポイント事業を
行っている。
健康ポイント参加者数 624人
また、誰もが気軽に健康づくりに
取り組めるようなきっかけとし
て、令和元年度、令和3年度に作成
した「ウォーキングマップ」の普
及啓発を行っている。
・ウォーキングマップ配布数

・身体の状態をチェックできる機
会を継続して提供することが出来
ている。

・医師、保健師、栄養士という
様々な専門職の相談を行うことが
できるようになっており、検診
（健診）受診後のフォロー先と
なっている。

・健康ポイント参加者のうち、
 歩数増加者：55.6％
 新規参加者割合：59.2％

・コロナ禍以降、受診率の低下が
続いているため、今後も受診率向
上に向けて周知・啓発を続けてい
く。

・参加者数の減少がみられるた
め、市民が参加したくなる相談事
業を検討していくこと。

・令和元年度から開始し、参加者
数は増加している。(令和元年度定
員200人→令和6年度定員600人)
また、予約開始すぐに定員となる
ことが続いている。今後は、より
健康無関心層の参加を増やすた
め、ICT等を活用し、定員の拡大に
努める。

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）

基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

人間ドック受験者数 1353件（対
前年度比35件増）
がん検診9441件（対前年度比472
件増
公開講座11回 446人
健康フォーラム1回 140回
広報あしやコラム掲載

人間ドックのオプションの追加、
待ち時間の短縮により受験者数が
増加している。市民病院から医療
の専門職が行う検診呼びかけ、広
報あしやに掲載するコラムにより
市民の健康意識に寄与している。

病院としての目標値を達成してい
るが計画上の目標への寄与の度合
いを可視化できない。

・ウォーキングマップ配布数
1,300部

・高齢者が住み慣れた地域で安心
して生涯を通じた健康の保持増進
を図るため、保険課、地域福祉
課、高齢介護課、こども家庭・保
健センター及び地域の関係団体と
の連携のもと、高齢者への一体的
な支援を実施している。そのう
ち、こども家庭・保健センターで
は、ハイリスクアプローチとし
て、生活習慣病及び糖尿病性腎症
重症化予防事業を実施した。令和
６年度は47人の対象者に対し、26
人に保健師・管理栄養士による保
健指導を実施した。

・後期高齢者医療制度加入者に対
し、健康診査を行った。令和６年
度は4,830人の被保険者が受診し
た。

・健康診査やレセプトの状況から
医療機関の受診が必要と考えられ
る高齢者に対し、医療専門職が保
健指導を実施することにより、高
齢者の生活習慣病の重症化予防の
きっかけとなっている。

・健康診査の受診により、高齢者
の生活習慣病の発症及び重症化予
防のきっかけとなっている。

・保健指導実施率が55.3％である
ことから、対象者のうち、約半数
の高齢者に対してアプローチでき
ていないことが課題である。

・継続して健診受診率の向上のた
めの周知啓発に努める。
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健康づくりプランあしや（第４次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）取組評価シート

総括（総括結果、課題、今後の方向性） （Action）

推進分野（１）こどもとその親、若い世代も含めた健全な食習慣の確立と実践
ほいく課では、市立認定こども園・保育所において、野菜の栽培と収穫による楽しく食べる活動や給食等を通して食育の取組を実施した。また、保護者にも給食だよりの発行やホームページでの献立情報の掲載により食に
ついての情報提供を行った。
こども家庭・保健センターでは、乳幼児健康診査、各種食育教室、栄養相談、出前講座などを通じてこどもやその保護者を対象に、健康を維持するための食習慣の周知啓発と指導を行った。
保健安全・特別支援教育課では、小学6年生家庭科の授業と連携した「セレクト給食」を実施し、自分で献立を選択する過程を通じて、望ましい食事の取り方を考える力を育む取組を行った。また、栄養教諭・学校栄養職
員が市内の幼稚園の保護者を対象に幼児期の望ましい食習慣についての講話を行い啓発を行った。
各部署が様々な機会を通じて、こどもやその親に対して健全な食習慣の確立のための情報提供ができたと考える。今後も引き続き効果的な情報提供の方法を検討していく。ただし、こどもとその親以外の若い世代へのアプ
ローチは少なくその世代への情報提供への課題が残る。
推進分野（２）ライフステージに応じた健康を維持する食習慣の確立と実践
保険課では、国保加入者対象の特定保健指導を実施し、その中で生活習慣病予防の食習慣について指導しているが、特定保健指導の実施率は低く、効率的かつ効果的な実施方法の検討が必要である。
高齢介護課では、栄養に関する介護予防教室等を実施した。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業において、医療専門職（保健師、管理栄養士）が通いの場等に出向きフレイル予防に関する健康教育や健康
相談を実施することでフレイル予防の食事についての情報提供を行った。
こども家庭・保健センターでは、歯科医師による幼児とその保護者対象の食育教室、生活習慣病予防の食事の調理実習、高血圧・糖尿病・脂質異常症予防を目的とした個別指導の健康チャレンジ教室、高齢者の保健事業と
介護予防等の一体的実施事業における生活習慣病及び糖尿病性腎症重症化予防事業、ヘルスアップ事業健康ポイント等を実施し、ライフステージに応じた食習慣に関する情報提供及び指導を行った。特に、ヘルスアップ事
業健康ポイントは年々参加者数が増加していることもあり、幅広い世代へのアプローチへつながった。
各部署がライフステージに応じた生活習慣病やフレイル等を予防する食習慣の情報提供や指導を実施することができた。ただし、参加者数や実施率が低下している事業もあり、参加者数増加や実施率向上へ向けた課題は残
る。
推進分野（３）食育の推進と連携
災害時等の非常用食料等の備蓄について、防災安全課では、広報あしや及び市ホームページ、防災情報マップ、あしや防災ガイドブック、芦屋市民便利帳等において、災害時の非常用食料の備蓄の必要性について、普及啓
発を行うとともに、防災訓練や自主防災会訓練等において、非常食の試食や配布を行った。また、備蓄品の乳幼児用ミルクを市内の保育施設へ提供することで食品ロスの削減に役立てている。こども家庭・保健センターで
は、4か月児健康診査の際、「乳幼児を守るための食の備え」リーフレットを受診者全員に配布し、普及啓発を行った。
食品の安全に関する取組では、食中毒予防について、ほいく課では、給食だよりやほけんだよりで情報提供を行った。こども家庭・保健センターでは、市ホームページへの掲載や乳幼児健康診査時に全員に配布する育児
ブックにて情報提供を行った。
各部署が、様々な機会を通じて食育推進の取組を実施することができた。また、市民の交流の場や関係機関と連携することで、幅広い世代へ食育推進することができたと考える。引き続き、関係機関との連携を強化すると
ともに、新たな連掲先にも広げていくことで、さらなる食育推進を目指していく。

食育推進計画Ⅳ計画
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

幼児
96.2% ー ー 100%

6.1% 6.0% 5.8% 減少 B2
7.0% 6.9% 7.0% 減少 B2
1.7% 2.0% 2.5% 減少 C
3.3% 3.5% 3.7% 減少 C

86.0% ー ー 100%

71.9% ー ー 85％以上

59.7% ー ー 75％以上

Ⅳ健全な
食生活の
推進

（１）こどもとその
親、若い世代も含めた
健全な食習慣の確立と
実践

・ 健康を維持する基本的な食習慣
を身につけるための食育をすすめ
ます。
・適正体重を維持するための食習
慣についての食育をすすめます。
・ライフステージに応じた食習慣
についての食育をすすめます。
・ ICTを活用した食育を推進しま
す。

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

肥満：小学校

③こどもに合った食事内容を知って
いる人の割合
④主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が１日２回以上の日がほぼ毎日
の人の割合

⑤毎日、家族や友人と楽しく食事を
する人の割合の増加(1日1食以上、
楽しく2人以上で食事を食べている
人(20歳以上))の割合

①朝食を食べる人
の割合

②市内公立小中学校の肥満・るいそ
う（やせ）傾向(再掲）

肥満：中学校

るいそう：小学校

るいそう：中学校

・保育システムを使用して給食だ
よりや献立表の情報提供方法
・栄養指導の実施時期や回数につ
いては検討を行う。
・給食の質の向上のため、調理従
事者等研修における幅広いテーマ
や講師の選定

B

食育を通じて苦手なものが食べれたり、食べ物の成
り立ちに興味を持ったり、友達と一緒に食事に向か
う姿勢がみられるようになったりと子どもの成長を
とても感じる。

引き続き、給食の展示や給食だよりの発行等を実施
する。

お箸指導ではスポンジや丸めたアルミ玉、魚の形の
しょうゆさしなども使用して、腹ペコくまさんに与
えることで練習ができ、箸の扱いが難しい子も楽し
んで学んでくれた。その日は早速お箸を使用して給
食を食べます。

３色食品群の食育は友達と相談して難し食品でも理
解ができていた。その日の給食では、これは何の仲
間？ご飯は何からできているの？などいろんな質問
があったが一緒に考え話しながら、給食もたくさん
食べてくれた。

市立認定こども園・保育所での調理従事者向け研修
では、新しい情報のアップデートや手洗いの大切さ
を再認識できた。

友達や保育者と一緒に栽培物の成長を見守り、共有
することで栽培物が身近なものとなり、苦手食材の
克服に繋がったり、食材への興味関心が深まった
り、食事を楽しむ気持ちを育んだ。

【ほいく課】
市立認定こども園・保育所において、季節に
応じた野菜を栽培し、収穫したものでクラス
単位のミニクッキングを行ったり、給食室に
届け、その日の給食に提供してもらったりす
ることで、楽しく食べる活動を取り入れた。

市立認定こども園・保育所において、保護者
へ給食の実物や写真の展示を実施した。
食についての知識の普及のため、毎月給食だ
よりを発刊するとともにホームページで献立
情報を掲載するなど、情報提供を実施した。

市立認定こども園・保育所では、正しい箸の
使い方やマナーを伝えるための箸指導、栄養
バランスの良い食事を伝えるため『３色食品
群』についての食育を実施した。

調理従事者等研修として『手洗いからはじめ
る衛生講習会』を実施した。
市立認定こども園・保育所において年間食育
計画に基づいて野菜等の栽培を行った。タブ
レットで写真や動画等の撮影を行い、継続し
て観察や振り返りを行った。
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

 食生活チェックの実施数は令和
5年度より増加しているが、マタ
ニティ食事診断の実施数は横ばい
である。
妊娠期は、食習慣の行動変容の良
い機会であるため、この機会を逃
がさずに個人により詳しい食生活
のアドバイスを行うことが必要と
考える。
そのため、マタニティ食事診断へ
の積極的参加を促す仕組みづくり
の検討が必要である。
 また、乳幼児健康診査は、受診
率が９割以上とほぼ全員の保護者
にアプローチできる良い機会であ
り、効果的にこの時期の食に関す
る情報を伝えることができないか
検討する必要がある。
 なお、乳幼児健康診査時の個別
栄養相談の件数は減少しており、
保護者の食に関する悩みに対応で
きているかについては課題が残
る。
 離乳食教室については、中期の
時期の参加者数が横ばいであっ
た。そのため、かねてより要望の
あった後期から完了期の時期の教
室を令和6年度より開始した。
 各種食育教室については、内容
や実施方法を見直しを行った。よ
り保護者ニーズに適した教室を検
討していく。
 教室の開催形態として、新型コ
ロナウイルス感染症以降オンライ
ンでの離乳食教室を開催している
が、参加人数がかなり少なくなっ
ており、継続については今後検討
していく必要がある。

【こども家庭・保健センター】
〈妊娠期の食生活チェック・食生活指導〉
〈マタニティ食事診断〉
母子健康手帳交付の際に食生活チェックを実
施した。その内、希望者にはマタニティ食事
診断も実施した。

〈乳幼児健康診査時の栄養指導〉
４か月児健康診査では離乳食の講話、１歳６
か月児健康診査、３歳児健康診査では栄養士
からの声かけによる食事のアドバイスを行っ
た。また、希望者には個別の栄養相談も併せ
て実施した。

〈もぐもぐ離乳食教室〉
５・６か月児の保護者を対象に、栄養士によ
る７〜８か月以降の離乳食の進め方、保健師
による遊び方の講話と離乳食の試食の提供を
行った。
〈かみかみ離乳食教室（後期〜完了期）〉
栄養士による離乳食後期から完了期の進め方
の講話と試食提供を行った。

〈幼児の食事とおやつの教室〉
幼児期に気になるむし歯予防や幼児期からの
食育について専門家を招き講話とテーマに
沿った試食提供を行った。
〈親子のための時短クッキング〉
１歳から就学前児の保護者を対象に、こども
の健康を維持する栄養バランスや食事の必要
量について理解することを目的に、調理実習
を行った。
〈おやこ栄養相談〉
妊娠中の食事や離乳食、乳幼児期の食事につ
いて管理栄養士による個別栄養指導相談を実
施した。
〈栄養相談〉
健康診査受診者のうち事後指導を必要とする
方や生活習慣病予防やフレイル予防等の食事
について相談を希望される方に、管理栄養士
が食事診断や栄養相談を実施した。
〈出前講座〉
市内で活動する団体・グループ等を対象に健
康や食育をテーマとした出前健康講座を実
施。
〈ICTを活用した食育活動〉
Web会議システムを用いてオンライン離乳食
教室を実施した。
各教室の予約にはWeb予約システムを活用
し、場所や時間を問わず予約が可能としてい

〈妊娠期の食生活チェック・食生活指導〉391人
    内訳：・ポピュレーションアプローチ 299人
       ・ハイリスクアプローチ 92人
〈マタニティ食事診断〉25人
・希望者にマタニティ食事診断を実施することで個
人の状況に応じたより詳しい食生活のアドバイスを
行うことができた。
〈乳幼児健康診査時の栄養指導〉
・４か月児健康診査（離乳食ミニ講話）219人、（個
別栄養相談）７人
・１歳６か月児健康診査（栄養士による声掛け）331
人、（個別栄養相談）40人
・３歳児健康診査（栄養士による声掛け）384人、
（個別栄養相談）24人
〈もぐもぐ離乳食教室〉
実施回数 12回
参加組数 78組（参加親子数 161人）
〈かみかみ離乳食教室（後期〜完了期）〉
対面    実施回数 ４回
      参加組数 29組（参加親子数 58人）
オンライン 実施回数 ８回
      参加親数 ９人
〈幼児の食事とおやつの教室〉
実施回数 ２回
参加組数 19組（参加親子数 40人）

〈親子のための時短クッキング〉
実施回数 １回
参加組数 ５組（参加親子数 10人）
〈おやこ栄養相談〉
実施回数24回
参加人数 20人
〈栄養相談〉
実施回数 24回
参加人数 12人
（〜39歳 1名、40〜64歳 4名、65歳〜 7名）
〈出前講座〉
「楽しい幼児食」
実施回数 2回
参加人数 24人
〈ICTを活用した食育活動〉
オンライン離乳食教室（再掲）
オンライン 実施回数 ８回
      参加親数 ９人

B
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

B

・セレクト給食では、自分で献立を選択する過程を
通じて、望ましい食事の取り方を考える力が育まれ
た。また、タブレットを使用し、選んだ料理で栄養
価がどのように変化するのかをレーダーチャートで
視覚化している。複雑な栄養計算を行う必要がなく
なり、楽しみながら学ぶことができた。
・保護者対象の講話では、子どもの食に関する悩み
や疑問に直接応えるできた。また、家庭の課題を栄
養教諭・栄養職員が把握し、学校における食育の進
め方の参考とすることができた。
・給食のレシピを知りたいという保護者からのご要
望が多く、クックパッドを参考にしているという声
も多く寄せられている。（フォロワー数699）

・子ども自身が食習慣の課題に気
づき、主体的に解決へ取り組む意
欲を育てるとともに、持続可能で
実践しやすい方法を今後も検討す
る必要がある。
・食育は家庭との連携が不可欠で
あるため、家庭の課題に寄り添
い、保護者への啓発や実践しやす
い方法を今後も検討する必要があ
る。

【保健安全・特別支援教育課】
・小学校で6年生家庭科の授業と連携し、栄
養バランス等を考えて料理の組み合わせを自
ら選ぶ「セレクト給食」を年一回実施してい
る。
・各学校で保護者対象の給食試食会を毎年一
回程度実施し、児童期・思春期の望ましい食
習慣について講話をしている。
・市内の幼稚園の依頼を受けて、栄養教諭・
学校栄養職員が幼児期の望ましい食習慣につ
いて毎年一回保護者対象に講話をしている。
・児童期・思春期の望ましい食習慣につい
て、毎月給食だより・食育だよりを通して発
信している。
・学校給食レシピのクックパッドへの掲載
（現在レシピ数101件）
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

18歳以上 75.9% ー ー 95％以上

18歳以上 69.4% ー ー 75％以上

71.9% ー ー 85％以上

27.0% ー ー 40％以上

53.4% ー ー 75％以上

38.5% ー ー 50％以上

59.7% ー ー 75％以上

20.9% ー ー 19％以下

（２）ライフステージ
に応じた健康を維持す
る食習慣の確立と実践

・ 減塩を意識した栄養バランスに
優れた食生活の実践の食育をすす
めます。
・ 生活習慣病予防に向けた食育を
すすめます。
・ フレイル予防に向けた食育をす
すめます。
・ ライフステージに応じた食習慣
についての食育をすすめます。

【保険課】
(国保)再掲
・特定健診の結果により、健康の保持に努め
る必要がある者に対し、特定保健指導を実施
した。対象者数485名。

・特定保健指導の終了者数は74名（15.1％）。 ・特定保健指導の実施率が低いた
め、特定保健指導の意義等につい
て対象者へ通知を送付するととも
に、効率的かつ効果的な実施方法
について検討する必要がある。

①朝食を食べる人
の割合

②適正体重を達
成・維持してる人

の割合

令和５年度実績と比較すると、通
いの場への専門職派遣の申込数が
減少しており、新規参加者の獲得
が課題である。今後もより多くの
市民にフレイル予防の周知を行
い、意識の定着に向けて、継続し
た事業の実施や周知啓発を行って
いく。

B ③主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の
人の割合
④野菜を1日に350g以上食べている
人の割合
⑤減塩を意識した食生活を心がけて
いる人の割合

⑧低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者
(65歳以上)の割合

⑥フレイルの言葉の意味を知ってい
る人の割合
⑦毎日、家族や友人と楽しく食事を
する人の割合の増加(1日1食以上、
楽しく2人以上で食事を食べている
人(20歳以上))の割合

【高齢介護課】
【介護予防事業】
年３回程度、管理栄養士により、フレイル、
骨粗鬆症、高血圧、高血糖等の予防に関する
講話を行っている。

【高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施】
ポピュレーションアプローチとして、医療専
門職（保健師、管理栄養士）が通いの場等に
出向き、フレイル予防に関する健康教育や健
康相談を実施した。また、通いの場における
支援の必要な高齢者に対して、健診や医療の
受診勧奨や地域包括支援センターへの相談等
の必要な支援を行った。また、公共施設等に
て、予約不要の立寄り型フレイル予防事業を
実施した。

【介護予防教室】
介護予防センターにおいて、栄養に関する介護予防
教室を３回実施した。

【高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施】
保健師が管理栄養士５か所の通いの場に計５回訪問
し、フレイル予防に関する健康教育や健康相談を実
施した。参加延人数57人。参加後のアンケートでは
「摂取すべきたんぱく質の量が分かった」「バラン
ス良く食べることの大切さがわかった」という感想
があり、フレイル予防の周知に寄与した。
また、１か所の公共施設にて計２回、口腔・栄養に
ついての立ち寄り型フレイル予防事業を実施した。
参加延人数は15人であった。

A

5 ページ



■取組状況
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評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
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評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

B

【こども家庭・保健センター】
〈生活習慣病予防のためのヘルシークッキン
グ〉
中高年世代を対象に、生活習慣病予防を目的
とし、調理実習等を行った。

〈いい歯の日〉（再掲）
幼児の食事とおやつの教室において、歯科医
師による講話とテーマに沿った試食提供を
行った。

〈栄養相談〉（再掲）

〈健康チャレンジ教室（個別健康教室）〉
（再掲）〈特定保健指導〉（再掲）
高齢者が住み慣れた地域で安心して生涯を通
じた健康の保持増進を図るため、保険課、地
域福祉課、高齢介護課、こども家庭・保健セ
ンター及び地域の関係団体との連携のもと、
高齢者への一体的な支援を実施している。そ
のうち、こども家庭・保健センターでは、ハ
イリスクアプローチとして、生活習慣病及び
糖尿病性腎症重症化予防事業を実施した。令
和６年度は47人の対象者に対し、26人に保健
師・管理栄養士による保健指導を実施した。

〈出前講座〉（再掲）
市内で活動する団体・グループ等を対象に健
康や食育をテーマとした出前健康講座を実
施。

〈高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実
施事業〉（再掲）
高齢者が住み慣れた地域で安心して生涯を通
じた健康の保持増進を図るため、保険課、地
域福祉課、高齢介護課、こども家庭・保健セ
ンター及び地域の関係団体との連携のもと、
高齢者への一体的な支援を実施している。そ
のうち、こども家庭・保健センターでは、ハ
イリスクアプローチとして、生活習慣病及び
糖尿病性腎症重症化予防事業を実施した。令
和６年度は47人の対象者に対し、26人に保健
師・管理栄養士による保健指導を実施した。

〈ヘルスアップ事業「健康ポイント」〉（再
掲）
・楽しみながら「いつのまにか健康（にな
る。）」を自らが実践し、健康寿命の延伸を
目指すことを目的とし、健康ポイント事業を
行っている。

〈生活習慣病予防のためのヘルシークッキング〉
実施回数 ３回
参加人数 23人

〈いい歯の日〉（再掲）
幼児の食事とおやつの教室「虫歯予防のお話」
参加組数 10組（親子参加人数 22人）

〈栄養相談〉（再掲）

〈健康チャレンジ教室（個別健康教室）〉（再掲）
〈特定保健指導〉（再掲）
健康診査やレセプトの状況から医療機関の受診が必
要と考えられる高齢者に対し、医療専門職が保健指
導を実施することにより、生活習慣病の重症化予防
のきっかけとなっている。

〈出前講座〉（再掲）
「健康で楽しく過ごすために〜生活習慣病対策〜」
実施回数 １回
参加人数 19人

〈高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事
業〉（再掲）
健康診査やレセプトの状況から医療機関の受診が必
要と考えられる高齢者に対し、医療専門職が保健指
導を実施することにより、生活習慣病の重症化予防
のきっかけとなっている。

〈ヘルスアップ事業「健康ポイント」〉（再掲）
あしや健康ポイント2024
実施期間：令和６年10月4日〜令和７年２月８日
対象者:18歳以上の市民
参加者数 624名
 内、からだ測定会における栄養相談件数 50件

こども家庭・保健センターでは、
市民の方が、ライフステージに応
じた健康を維持する食習慣を確立
し、実践できるようになることを
目的に、左記の各種事業を実施し
ているが、一定の知識の普及啓発
はできたと考える。
今後は、さらに幅広い世代へのア
プローチ方法について引き続き検
討していく必要がある。

6 ページ



■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
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イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価
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71.7% ー ー 80％以上

44.9% ー ー 55％以上

11.2% ー ー 30％以上

61.2% ー ー 70％以上

B

B

【地域経済振興課】
あしや秋まつりを開催し、餅つきを実施して
来場者に餅つきを体験してもらい、さらに現
地でついた餅をぜんざいにして無料配布した
他、但馬、淡路、丹波地域の兵庫五国グルメ
の屋台を出店し、県内の特産物を紹介するな
どしました。

餅つきを体験していただくことで、食文化を継承す
る食育の推進につながったと考えます。
また、県内の特産物を紹介するなど、地産地消を促
進しました。
来場者：約3,000人

まつりの開催は天候に左右される
ため、荒天となった場合は、実施
できない。
現在の会場のキャパシティを考え
ると、現在の出店者数から出店者
数を増やすことは難しい。

（３）食育の推進と連
携

・ 食育月間における取組を推進し
ます。
・ 食に関する指導体制を確立しま
す。
・食文化を継承する食育を推進し
ます。
・ 食品の安全、食品の表示に関す
る食育を推進します。
・食品ロスの削減に向けた食育を
推進します。
・災害時等の非常用食料等の備蓄
方法を啓発します。
・関係機関相互の連携を図り、食
育を推進します。

【保険課】
(国保)再掲
・特定健診の結果により、健康の保持に努め
る必要がある者に対し、特定保健指導を実施
した。対象者数485名。

・特定保健指導の終了者数は74名（15.1％）。 ・特定保健指導の実施率が低いた
め、特定保健指導の意義等につい
て対象者へ通知を送付するととも
に、効率的かつ効果的な実施方法
について検討する必要がある。

【つきいちよるごはん】【Leed
Cafe1日シェフ】
令和7年度からは施設のキッチン
利用に制限がかかったため中止と
なるが、「コミュニティスペース
Leed Cafe」として形を変えてカ
フェを通じた団体支援の場とす
る。
【ふれあいカフェ】
参加希望者が多いため、現状の日
数では足らず、開催日を増やすか
の検討が必要である。

B

①食育に関心を持っている人の割合

②郷土料理や伝統料理(行事食等)
等、地域や家族で受け継がれてきた
料理や味、食べ方等を受け継いでい
る人の割合

④食品を選ぶ際に栄養成分表示を参
考にしている人の割合

③家族構成や家族の健康状態に応じ
て非常用食料などを備蓄している世
帯の割合

【市民参画・協働推進課】
【つきいちよるごはん（年６回）】
運営を障がい児支援団体に担っていただき、
食事を提供しながら、子ども向けワーク
ショップの実施や交流の場を提供した。
【Leed Cafe1日シェフ（年32回）】
食にまつわる市民活動団体やコミュニティビ
ジネスを目指す方々が、まずはチャレンジす
る場として自身で作った食事や飲物を提供し
た。
【ふれあいカフェ（月２回）】
市民活動団体の活動促進のため、カフェを通
して交流を深める場をつくった。

【つきいちよるごはん】
大人や子ども合わせて102名が参加した。大人同士で
子育てについて語り合う場にもなった。
【Leed Cafe1日シェフ】
計6団体、541人が参加した。団体のPRの場にもなっ
た。
【ふれあいカフェ】
計16団体、808人の参加者があった。団体同士で情
報交換をする場にもなった。
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行政の取組

【ほいく課】
市立認定こども園・保育所において、季節に
応じた野菜を栽培し、収穫したものでクラス
単位のミニクッキングを行ったり、給食室に
届け、その日の給食に提供してもらったりす
ることで、楽しく食べる活動を取り入れた。

市立認定こども園・保育所において、保護者
へ給食の実物や写真の展示を実施した。
食についての知識の普及のため、毎月給食だ
よりを発刊するとともにホームページで献立
情報を掲載するなど、情報提供を実施した。

市立認定こども園・保育所では、正しい箸の
使い方やマナーを伝えるための箸指導、栄養
バランスの良い食事を伝えるため『３色食品
群』についての食育を実施した。

調理従事者等研修として『手洗いからはじめ
る衛生講習会』を実施した。

食中毒啓発については、給食だより、ほけん
だよりで情報提供

市立認定こども園・保育所において年間食育
計画に基づいて野菜等の栽培を行った。タブ
レットで写真や動画等の撮影を行い、継続し
て観察や振り返りを行った。

食育を通じて苦手なものが食べれたり、食べ物の成
り立ちに興味を持ったり、友達と一緒に食事に向か
う姿勢がみられるようになったりと子どもの成長を
とても感じる。

引き続き、給食の展示や給食だよりの発行等を実施
する。

お箸指導ではスポンジや丸めたアルミ玉、魚の形の
しょうゆさしなども使用して、腹ペコくまさんに与
えることで練習ができ、箸の扱いが難しい子も楽し
んで学んでくれた。その日は早速お箸を使用して給
食を食べます。

３色食品群の食育は友達と相談して難し食品でも理
解ができていた。その日の給食では、これは何の仲
間？ご飯は何からできているの？などいろんな質問
があったが一緒に考え話しながら、給食もたくさん
食べてくれた。

市立認定こども園・保育所での調理従事者向け研修
では、新しい情報のアップデートや手洗いの大切さ
を再認識できた。

給食だより・ほけんだよりで食中毒について保護者
に情報提供

友達や保育者と一緒に栽培物の成長を見守り、共有
することで栽培物が身近なものとなり、苦手食材の
克服に繋がったり、食材への興味関心が深まった
り、食事を楽しむ気持ちを育んだ。

・保育システムを使用して給食だ
よりや献立表の情報提供方法
・栄養指導の実施時期や回数につ
いては検討を行う。
・給食の質の向上のため、調理従
事者等研修における幅広いテーマ
や講師の選定

B
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B

【こども家庭・保健センター】
〈食育の日や食育月間における普及啓発活
動〉
ポスター掲示等による普及活動を行った。

〈妊娠期の食生活チェック・食生活指導〉
（再掲）
〈マタニティ食事診断〉（再掲）
〈乳幼児健診時の食育指導〉（再掲）
〈もぐもぐ離乳食教室〉（再掲）
〈幼児の食事とおやつの教室〉（再掲）
〈おやこ栄養相談〉（再掲）
〈親子のための時短クッキング〉（再掲）
〈生活習慣病予防のためのヘルシークッキン
グ〉（再掲）
〈栄養相談〉（再掲）
〈個別健康教育〉（再掲）
〈特定保健指導〉（再掲）
〈出前講座〉（再掲）
〈食育の指導・啓発〉
乳幼児健康診査や食育教室、健康イベント、
出前講座等で食育に関する情報提供を行っ
た。
〈ICTを活用した食育活動〉（再掲）
〈食中毒予防の周知啓発〉
市ホームページや乳幼児健康診査時に配布す
る資料を通じて、食中毒予防の周知啓発を
行った。
〈非常食用食料等備蓄のための周知啓発〉
４か月児健康診査時に「乳幼児を守るための
食の備え」のリーフレットを受診者の保護者
全員配布した。また、あしや保健福祉フェア
では「いざという時の心構え災害時の食に備
える」リーフレットを希望者に配布した。こ
れら資料を配布することで備蓄の必要性につ
いての周知啓発を行った。
〈ヘルスアップ事業「健康ポイント」〉（再
掲）
〈あしや保健福祉フェア健康増進コーナー・
食育推進コーナー〉（再掲）

〈食生活改善グループや地域栄養士会との連
携〉
あしや保健福祉フェアや保健福祉センターエ
ントランスパネル展等の機会を通じて関係団
体と連携し、食育の推進を行った。

〈食育の日や食育月間における普及啓発活動〉
ポスター掲示によりこども家庭・保健センターの来
所者に情報提供することができた。

〈妊娠期の食生活チェック・食生活指導〉（再掲）
〈マタニティ食事診断〉（再掲）
〈乳幼児健診時の食育指導〉（再掲）
〈もぐもぐ離乳食教室〉（再掲）
〈幼児の食事とおやつの教室〉（再掲）
〈おやこ栄養相談〉（再掲）
〈親子のための時短クッキング〉（再掲）
〈生活習慣病予防のためのヘルシークッキング〉
（再掲）
〈栄養相談〉（再掲）
〈個別健康教育〉（再掲）
〈特定保健指導〉（再掲）
〈出前講座〉（再掲）

〈食育の指導・啓発〉
様々な機会を通じて食育に関する情報提供を行うこ
とができた。

〈ICTを活用した食育活動〉（再掲）
〈食中毒予防の周知啓発〉
４か月乳幼児健康診査受診者452名に食中毒予防の内
容を掲載している育児ブックを配布
〈非常食用食料等備蓄のための周知啓発〉
４か月乳幼児健康診査受診者 452名にリーフレット
を配布

〈ヘルスアップ事業「健康ポイント」〉（再掲）
〈あしや保健福祉フェア健康増進コーナー・食育推
進コーナー〉（再掲）
食育推進コーナー
コレステロールゲーム・展示 参加人数 129人
栄養相談・コレステロールクイズ 参加人数 151人
おやつチェック・展示 参加人数 96人
食事バランスを考える体験・レシピ配布 参加人数
150人
〈食生活改善グループや地域栄養士会との連携〉
保健福祉センターエントランスパネル展「健康特
集」
令和7年3月11日〜21日
芦屋いずみ会、芦屋栄養士会、芦屋在宅栄養士会と
連携し、食に関するパネル展示を行った。

食育月間においては、周知ポス
ター掲示のみであっため、効果的
な普及啓発方法について検討して
いくことが必要である。
食中毒予防や非常用食料の備蓄に
ついては、乳幼児健康診査時や保
健福祉フェアでのリーフレット配
布や市HPで周知啓発しており、今
後も継続することで食中毒予防や
非常用食糧の備蓄の実践へつなげ
ていく。
保健福祉フェアやエントランス
ホールパネル展等で芦屋いずみ
会、芦屋栄養士会、芦屋在宅栄養
士会等の関係機関と連携し、食育
を推進することができた。今後も
引き続き関係機関との連携に努め
るとともに新たな連携先も構築し
ていくことが必要と考える。
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

イ 取組の実施状況 （Do）

評価 指標の推移基本目標 推進分野 取組状況
取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

ウ 取組結果 （Check）
評価項目指標（単位） 評価

ア 計画の内容 （Plan）

行政の取組

B

B

【保健安全・特別支援教育課】
・食育月間では、お便りでの発信や各校の実
態に応じた食育を行っている。
・栄養教諭・学校栄養職員が教職員間及び家
庭や地域との連携・調整において要としての
役割を果たし、食育を積極的に推進してい
る。
・児童生徒・保護者や地域の方を対象に芦屋
市学校給食展を毎年一回開催し、試食会や食
育の展示・体験活動を実施している。
・全学校で地産地消週間を実施し、生産者へ
の感謝や地域の愛着を高める。
・食文化への関心を高めるために学校給食に
おいて行事食や郷土料理を提供している。
・児童が諸感覚を使って食事を味わうことの
大切さを実感するため、市内に店を構える
シェフによる味覚の授業を実施している。
(小学校6校実施）

・食育月間にかかわらず、食に関する指導を教科と
連携しながら実施している。例：食品の安全性(家庭
科)
・芦屋市学校給食展では、給食の試食や展示・体験
活動を通して食への関心を高めることができ、来場
者アンケートからも高い満足度が確認された。
・地産地消週間では、兵庫県の特産品や生産者の声
の紹介、社会科との連携など各校で工夫が見られ
た。地産地消献立は子どもたちに好評で、生産者へ
の感謝や地域への愛着を育むことができた。
・給食で行事食や郷土料理を提供することで食文化
への関心を高めることができた。また、社会科など
の教科と連携し、給食が「生きた教材」として活用
された。
・味覚の授業では、子どもたちは五味を意識して食
べる体験をするとともに、プロの料理人の話や技に
関心を示していた。

食育推進に向けて各校の特色ある
取組は見られるものの、学校間で
の共有は十分ではない。そこで、
授業参観の機会を増やしたり、指
導案や教材を共有したりする取組
を進めている。これにより授業内
容の質の向上、市内全体での食育
推進を図ることができ、年度や担
当者の交代があっても継続的に取
り組める体制づくりにつながる。

【防災安全課】
広報あしや及び市ホームページ、防災情報
マップ、あしや防災ガイドブック、芦屋市民
便利帳等において、災害時の非常用食料の備
蓄の必要性について、普及啓発しています。
また、防災訓練や自主防災会訓練等におい
て、非常食の試食や配布を行いました。

自主防災会訓練の実施にあたり、備蓄食の啓発を積
極的に進めたいという声が高まっています。さら
に、備蓄品である乳幼児用ミルクを市内の保育施設
へ提供し、食品ロスの削減にも役立てています。

非常用食料の備蓄の重要性につい
て、様々なツールやイベントを活
用し、各家庭への啓発を進めてい
く必要があります。
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健康づくりプランあしや（第４次芦屋市母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）取組評価シート

■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

12.2人 12.6人 12.2人 0人 B2

10.8% - - 減少

・庁内連絡会については、連携強
化のために今後のあり方について
検討が必要。

・自殺予防対策研修については、
参加者の拡充のための周知方法を
検討。

・自殺対策全体の効果的な周知啓
発方法については継続して検討が
必要。また、周知啓発について
は、評価が難しい。

B

①自殺者数※
※ ①の基準値は、「平成29年度
（２０１７年度）〜令和4年度（２
０２２年度）平均」による。

②自殺したいと考えたことのある人
の数

Ⅴ いの
ちを支え
あう包括
的支援の

推進

（１）地域のネット
ワークの強化による連

携

 ・関係機関を中心に庁内連絡会議
を行い、ネットワークの強化に取
り組みます。

 ・自殺について正しく理解し、適
切に対応できる職員を増やすた
め、自殺予防対策研修(ゲートキー
パー研修)を実施し、本市の自殺対
策を支える人材を育成します。

 ・こころの体温計に相談先の一覧
を掲載し、相談窓口の周知啓発を
図ります。

 ・芦屋市自殺予防対策チラシに相
談先の一覧を掲載し、相談窓口の
周知啓発を図ります。

 ・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を図ります。

・庁内連絡会を年1回実施。

・自殺予防対策研修については、
令和6年度から年2回に拡充を行
い、相談を受けた時の対応法など
より実践的な学びができる機会を
設けた。

・自殺予防対策チラシを作成し、
相談窓口の周知啓発を行った。
・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を行い、相談先一覧、
ゲートキーパーについて、芦屋市
の取り組みについて周知啓発を
行った。
・広報あしやに自殺予防対策に関
する特集ページを掲載し、ゲート
キーパーや相談先、こころの体温
計の周知啓発を行った。

・庁内連絡会については、関係各
課からそれぞれの課の現状を共有
してもらうことで、庁内の連携を
深めるよう務めた。

・参加者の満足度は例年高く、今
後も継続して実施し、庁内のゲー
トキーパーを増やすことで、芦屋
市の自殺対策を推進していく。

令和6年度実績
・こころの体温計アクセス数
23,485人／年
5月・9月頃に増加傾向にある。
・自殺予防対策チラシの配布
13,430枚
・自殺予防対策啓発グッズ(うち
わ・入浴剤)の配布 2,130個
市の事業や窓口、乳幼児健康診査
受診者、児童及び保護者、小学
校・中学校の生徒及び保護者、地
域住民に対し、こころの体温計・
市内の心の健康に関する相談機関
の普及啓発のためのチラシを配布
した。

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）
基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

推進分野（１）地域のネットワークの強化による連携
関係機関を中心に庁内連絡会議を行うことで、庁内の取り組みを横断的に知ることができ、ネットワークの強化につなげることができた。また、自殺予防対策研修、自殺予防対策の周知啓発の拡充により、自殺
について正しく理解し、適切に対応できる職員を増やすことで、市民が自分らしい暮らしができるよう、今後も支援体制の構築を目指す。
推進分野（２）自殺対策を支える人材育成
自殺予防対策研修、自殺予防対策の周知啓発の拡充により、自殺対策を支える人材育成へ取り組んだ。今後も継続して自殺対策研修を行うことで、庁内の自殺対策を支える人材の確保、育成及び資質の向上に努
める。また、自殺対策についての正しい知識の普及啓発し、市民一人ひとりが身近な人を支えあうことができるように取り組んでいく。
推進分野（３）市民への啓発と周知
追い込まれる前に相談ができるよう相談窓口の周知を継続して行っている。今後もあらゆる機会を捉え、周知啓発に継続して取り組む。
推進分野(４)  生きることの促進要因への支援
個人・地域において生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)を減らす取り組みを行い、あらゆる取り組みと、人材の連携を強化し、包括的な支援ができるよう推進していく。

計画 自殺対策計画

総括（総括結果、課題、今後の方向性） （Action）
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）
基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

69.9% - - 100%

92.7% - - 100%

（２）自殺対策を支え
る人材育成

 ・自殺について正しく理解し、適
切に対応できる職員を増やすた
め、自殺予防対策研修(ゲートキー
パー研修)を実施し、本市の自殺対
策を支える人材を育成します。

 ・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を図り  、ゲートキー
パーについての正しい知識の啓発
に努めます。

・自殺予防対策研修については、
令和6年度から年2回に拡充を行
い、相談を受けた時の対応法など
より実践的な学びができる機会を
設けた。また、参加者の満足度は
例年高く、今後も継続して実施
し、庁内のゲートキーパーを増や
すことで、芦屋市の自殺対策を推
進していく。
・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を行い、相談先一覧、
ゲートキーパーについて、芦屋市
の取り組みについて周知啓発を
行った。

・令和6年度自殺予防対策研修実
績
【初級編】36人
【中級編】33人
・こころの体温計アクセス数
23,485人／年
5月・9月頃に増加傾向にある。
・自殺予防対策チラシの配布
13,430枚
・自殺予防対策啓発グッズ(うち
わ・入浴剤)の配布 2,130個
市の事業や窓口、乳幼児健康診査
受診者、児童及び保護者、小学
校・中学校の生徒及び保護者、地
域住民に対し、こころの体温計・
市内の心の健康に関する相談機関
についてのチラシを配布し、普及
啓発に努めた。

・自殺予防対策研修については、
参加者の拡充のための周知方法を
検討。
・自殺対策全体の効果的な周知啓
発方法については継続して検討が
必要。また、周知啓発について
は、評価が難しい。

B

③ストレスを感じた時の相談相手が
いる人の割合（再掲）

④ストレス解消法を持っている人の
割合（再掲）
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）
基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

31.9% - - 30％以下

6.1% - - 30％以上

29.3% - - 66.7％以上

・自殺対策全体の効果的な周知啓
発方法については継続して検討が
必要。また、周知啓発について
は、評価が難しい。

B

⑤悩みの相談先を知らない人の割合
（再掲）

⑥こころの体温計を知っている人の
割合（再掲）

⑦自殺予防週間について聞いたこと
のある人の数

（３）市民への啓発と
周知

 ・市民が自らのこころの不調に気
づくきっかけとなる、こころの体
温計の利用を促進します。

 ・こころの体温計に相談先の一覧
を掲載し、相談窓口の周知啓発を
図ります。

 ・芦屋市自殺予防対策チラシに相
談先の一覧を掲載し、相談窓口の
周知啓発を図ります。

 ・こころの体温計を周知するため
のチラシ、グッズを作成し、周知
啓発を図ります。

 ・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を図ります  。

 ・自殺予防週間（９月10日〜16
日）や自殺対策強化月間（３月）
に合わせて、重点的に普及啓発を
行います。

・こころの体温計については市役
所への配架、イベント時の配布を
通じて、周知啓発を行った。
・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を行い、相談先一覧、
ゲートキーパーについて、芦屋市
の取り組みについて周知啓発を
行った。
・自殺予防週間や自殺対策強化月
間に合わせてチラシの配架・ポス
ターの掲示等を関係機関へ依頼
し、普及啓発を行った。
・広報あしやに自殺予防対策に関
する特集ページを掲載し、ゲート
キーパーや相談先、こころの体温
計の周知啓発を行った。

・こころの体温計アクセス数
23,485人／年
5月・9月頃に増加傾向にある。
・自殺予防対策チラシの配布
13,430枚
・自殺予防対策啓発グッズ(うち
わ・入浴剤)の配布 2,130個
市の事業や窓口、乳幼児健康診査
受診者、児童及び保護者、小学
校・中学校の生徒及び保護者、地
域住民に対し、こころの体温計・
市内の心の健康に関する相談機関
についてのチラシを配布し、普及
啓発に努めた。
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■取組状況
■取組状況に対する評価基準 ■R4年度を基準とした取組結果に対する評価基準
A：前年度と比較し十分に取り組むことができた B：前年度と比較し同様に取り組むことができた Ａ：目標を達成した B１：目標は達成していないが改善した（改善率10%以上）
C：前年度と比較し取り組むことができなかった D：全く取り組むことができなかった（事業廃止等） B２：変化がない（改善率±10%未満） C：改善していない（改善率-10％以上）

ー：評価困難（制度変更等により、現状値を把握できず評価不可能なもの等）

めざす値
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ア 計画の内容 （Plan） イ 取組の実施状況 （Do） ウ 取組結果 （Check）
基本目標 推進分野 行政の取組 取組状況 評価 評価項目指標（単位） 指標の推移 評価取組内容（アウトプット） 成果・効果（アウトカム） 課題

22.5% - - 66.7％以上

281人（延べ）
320人

（延
べ）

389人
（延
べ）

500人（延べ） B1

⑧自殺対策強化月間について聞いた
ことのある人の数

⑨庁内の自殺予防対策研修受講者数
(平成26年（２０１４年）〜)

（４）生きることの促
進要因への支援

 ・こころの体温計に相談先の一覧
を掲載し、相談窓口の周知啓発を
図ります。

 ・芦屋市自殺予防対策チラシに相
談先の一覧を掲載し、相談窓口の
周知啓発を図ります。

 ・相談窓口について周知を広げる
ほか、相談しやすい工夫をするな
ど相談窓口の充実に努めます。

 ・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を図ります。

・相談先の一覧も掲載されてい
る、こころの体温計のチラシにつ
いては市役所への配架、イベント
時の配布を通じて、周知啓発を
行った。
・自殺予防対策の周知ホームペー
ジの拡充を行い、相談先一覧、
ゲートキーパーについて、芦屋市
の取り組みについて周知啓発を
行った。
・自殺予防週間や自殺対策強化月
間に合わせてチラシの配架・ポス
ターの掲示等を関係機関へ依頼
し、普及啓発を行った。
・広報あしやに自殺予防対策に関
する特集ページを掲載し、ゲート
キーパーや相談先、こころの体温
計の周知啓発を行った。

・自殺予防対策チラシの配布
13,430枚
・自殺予防対策啓発グッズ(うち
わ・入浴剤)の配布 2,130個
市の事業や窓口、乳幼児健康診査
受診者、児童及び保護者、小学
校・中学校の生徒及び保護者、地
域住民に対し、こころの体温計・
市内の心の健康に関する相談機関
の普及啓発のためのチラシを配布
した。

・こころの体温計アクセス数
23,485人／年
5月・9月頃に増加傾向にある。

・自殺対策全体の効果的な周知啓
発方法については継続して検討が
必要。また、周知啓発について
は、評価が難しい。
・「こころの体温計」利用につい
ての評価が難しい。

B
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